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今回のテーマ：勤務間インターバル導入で助成金？！ 

Ｑ．勤務間インターバル制度が導入されたとお聞きしました。これは、どのような制度なの

でしょうか？導入すると助成金が支給されると聞きましたが、本当でしょうか？ 

 

Ａ．働き方改革関連法に基づき、勤務間インターバル制度が規定されました。勤務間インタ

ーバル制度とは「前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する」

制度です。これは、働く人が十分な生活時間や睡眠時間を確保することを目的として導入

されました。現状、法律上は努力義務として規定されており、必ずしも導入していなくて

も罰せられるものではありません。 

   勤務間インターバル制度を導入するには、ある時刻以降の残業を禁止して、翌日の始

業時刻までは勤務を認めない方法や残業した分だけ次の日の始業時間を繰り下げるという

方法などが考えられます。 

  導入する場合は全員でなく対象者を限定して導入することも考えられます。職位や業務

などで切り分けをしてまずは、導入を考えられるのも良いかもしれません。 

  厚生労働省は、勤務間インターバル制度を新規導入又は拡大した企業に対して「時間外

労働等改善助成金 （勤務間インターバル導入コース）」を用意して勤務間インターバル制

度の導入を促進しようとしています。この助成金を利用することも考えられていいのかも

しれません。 

 

時間外労働等改善助成金（勤務間インターバル導入コース）の利用の検討を！ 
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執筆者プロフィール 

滋賀県内外約４００社の企業を指導する中で培った人事労務の実務経験をベースにした

セミナーは分かりやすく、実践的であると大好評。最近では、「マイナンバーセミナー」に

て新聞・テレビなど、多くのマスコミの取材を受ける。セミナーはもちろん、雑誌への執筆

なども積極的に行っている。 

日本経営協会、商工会議所、商工会、大学などで、年間約８０回以上のセミナーを行う。 

 労務相談はお気軽に協会までご連絡ください！  
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